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【改正全体】 

今回の法令改正案は難解で、技術移転等法令の重要な改正内容の理解が進みません。技術等無形物の

移転管理に対する規制がある程度難しいものになるのは理解するものの、確実な法令遵守を推進する

観点から、誰もが理解できるよう平易に記述願いたい。 

 

 

２ 

 

【役務取引許可申請様式】 

ボーダー規制の関係から、役務許可申請様式に（７）として「取引の相手方が技術の提供を受ける場

所」を追加していますが、「取引の相手方」は輸出の場合の輸入者に対応するものであり、貨物の場

合の仕向地と同じように考えると、「利用する者が技術を利用する場所」にすべきと思慮します。 

なお、「利用する者」が未定の場合もありますので、その場合の手当ても必要であると考えます。 
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【第９条関係】 

以下の項目について、役務通達で明確にしていただきたい。 

 

① 第９条第１項の（２）と同条第２項の（４）に規定される「技術の提供を受けた者」の範囲を役務

通達で明確にして戴きたい。 
② 第９条第２項に規定される（４）の「当該技術を提供することを目的とする取引を行うことを明ら

かにして許可を受けた場合」とはどのような事なのかを役務通達で明確にして戴きたい。 
③ 第９条第２項に規定される（７）及び（８）の「本邦又は外国において居住者又は外国の非居住者」

のうち「外国の非居住者」がわかりにくいので、役務通達で明確にして戴きたい（例示でも結構で

す）。 

４ 

【第９条関係】 

第９条第２項に規定される（５）について 

 

１) 「当該取引に際して、当該技術を内容とする情報が記載され、若しくは記録された文書、図画も若

しくは記録媒体の輸出、本邦内にある電気通信設備からの当該技術を内容とする情報の電気通信に

よる送信又は当該技術を保有する本邦に存する者の当該取引のための出国を伴わないもの」を「外

国間等技術取引」と規定されていますが、「外国間等技術取引」という言葉からは「外国相互間の

取引」を連想するのが一般的であると思われます。したがって誰にでも理解できるという観点から、

後段「ただし」以降の「当該技術を内容とする情報が記載され、若しくは記録された文書、図画若

しくは記録媒体の外国相互間の移動又は外国において受信されることを目的として当該外国以外

の外国にある電気通信設備から行う当該技術を内容とする情報の送信を伴う」ものを「外国間等技

術取引」と規定した方が良いのではないかと思慮します。 

 

２) 「居住者が行うものを除く」とありますが、外国相互間の技術の取引は、本邦の居住者の依頼によ

り外国（A）の非居住者が外国（B）の非居住者に技術を提供すると思われます。この場合の「居住

者が行うもの」とは、外国(A)の非居住者に依頼する本邦居住者のことを指し、除外の対象（すな

わち許可を受ける必要がある）になるのかを確認いたしたい。 

 


